
但
計
算
上
端
数
ハ

四
捨
五
入
ト
ス

二

　
営
業
ニ

係
ル

税（
国
税
地

方
税
共

）納
額
一

円
ヲ
一

個
ト
シ

四
捨
五
入
ノ

算
当
ト

シ

但
高
十
円
ニ

止
メ
ル

事
ト
ス

三
　
本
籍
ニ

シ

テ
土
地
家
ヲ

所
有
ス

ル

者
ヲ

十
三
個
ト
ス

四
　
本
籍
ニ

シ

テ
土
地
ナ

ク
家
屋
ア
ル

モ

ノ

ヲ

十
個
ト
ス

五
　
同
上
ニ

シ

テ
借
家
ノ
モ

ノ

ヲ

六
個
ト
ス

六
　
本
籍
隠
居
ニ

シ

テ
土
地
家
屋
ヲ

有
ス

ル

モ

ノ

ヲ

七
個
ト
ス

七
　
同
上
ニ

シ

テ
土
地
ナ
キ
モ

ノ

ヲ
五
個
ト
ス

八
　
寄
留
ニ

シ

テ
借
家
ノ
モ

ノ

ヲ
五
個
ト
ス

第
四
条
　
新
ニ

居
ヲ

占
メ
或
ハ

転
入
ス

ル

モ

ノ
ハ

納
税
額
ハ

其
年
度
本
村
一

戸

負
担
額
ニ

依
ル

モ

ノ

ト
ス

（「
十
三
年
度
通
常
村
会
議
案
目
録
」
関
原
徳
三
氏
蔵
）

一

二
一

　
備
荒
儲
蓄
法
廃
案
議
決
に
と
も
な
う
伺
と
指
令（
一

－
三

）

（一）

十
三
年
十
二

月
廿
八
日

神
奈
川
県
々

会
備
荒
儲
蓄
法
再
議
ノ

末
廃
按
ニ

決
ス

ル

ニ

ヨ

リ
府
県
会
規
則
第

五
条
ニ

拠
リ
処
分
セ

シ

ム

内
務
大
蔵
両
省
伺

備
荒
儲
蓄
法
再
議
案
廃
棄
ノ

義
ニ

付
神
奈
川
県
令
野
村
靖
ヨ

リ
別
紙
之
通
申

出
候
処
右
ハ

此
程
一

応
議
按
消
滅
ノ

義
申
出
候
ニ

付
再
議
ニ

可
付
旨
指
令
及

置
候
末
廃
按
ニ

決
シ

候
次
第
ニ

付
本
年
度
ニ

限
リ
県
会
ノ

可
決
ヲ

要
セ

ス

原

按
ノ

通
施
行
セ

シ

メ
候
外
無
之
義
ニ

付
右
ノ

旨
趣
ヲ

以
指
令
可
致
ト
存
候
右

ハ

実
施
ニ

際
シ

候
義
ニ

付
至
急
御
允
許
有
之
度
此
段
上
申
候
也

十
三
年
十
二

月
廿
四
日

内
務

伺
ノ

趣
府
県
会
規
則
第
五
条
ニ

依
リ
処
分
候
義
ト
可
相
心
得
事

十
三
年
十
二

月
二

十
八
日

（二）

神
奈
川
県
伺

内
務
大
蔵
両
省
宛

本
県
十
三
年
度
下
半
期
備
荒
儲
蓄
方
法
議
按
消
滅
之
義
ニ

付
曩
ニ

上
申
候
処

再
ヒ

県
会
ノ

議
ニ

付
シ

何
分
ノ

儀
可
申
出
旨
御
裁
定
相
成
依
テ
右
御
指
揮
之

通
再
議
ニ

付
シ

候
処
別
紙
第
一

号
議
案
ノ

惣
体
ハ

一

次
会
ニ

於
テ
可
決
致
シ

二

次
会
ニ

至
リ
本
則
第
一

章
ハ

原
案
ニ

決
シ

第
二

章
以
下
第
六
章
ニ

至
ル

迄

可
否
ノ

論
旨
数
派
ニ

分
レ

其
決
ヲ

取
ル

ノ

際
自
然
ニ

消
滅
致
シ

而
シ

テ
一

二

ノ

議
員
ハ

再
ヒ

其
議
案
ヲ

提
出
ス

ル

ノ

発
議
ニ

及
ヒ

シ

ト
雖
モ

同
意
者
過
半

数
ニ

満
タ
ス

延
テ
三
次
会
ニ

至
リ
第
二

次
会
ニ

於
テ
原
案
ニ

可
決
シ

タ
ル

第

一

章
ヲ

廃
棄
シ

到
底
全
案
廃
滅
ニ

帰
着
致
シ

候
依
テ
第
二

第
三
号
議
按
モ

第
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一

号
議
按
ノ

存
セ

サ
ル

以
上
ハ

倶
ニ

廃
棄
セ

サ
ル

可
カ

ラ
サ
ル

ト
ノ

議
論
ニ

決
定
シ

議
長
ヨ

リ
別
紙
之
通
リ
申
出
候
依
テ
議
員
ハ

追
テ
何
分
ノ

儀
相
達
候

迄
一

時
滞
在
申
付
置
候
条
至
急
何
分
之
御
裁
定
有
之
度
此
段
上
申
候
也
　
十

三
年
十
二

月
廿
一

日

（
別
紙
）上

申

予
テ
御
達
之
通
第
一

号
第
二

号
第
三
号
議
按
再
議
致
候
処
遂
ニ

廃
案
ニ

議
決

候
間
議
場
会
議
之
模
様
概
略
併
セ

テ
左
ニ

上
申
候
也

一

　
第
一

号
議
案
之
儀
第
二

次
会
ニ

於
テ
第
一

章
ハ

原
按
ニ

可
決
致
シ

以
下
第

二

章
ヨ

リ
第
六
章
ニ

至
ル

マ

テ
合
議
ス

ヘ

キ
ノ

建
議
ニ

可
決
シ

之
レ

ヲ

合
セ

テ
審
議
候
処
遂
ニ

其
説
数
派
〔
修
正
説
　
廃
案
説
　
原
案
賛
成
〕
ニ

分
レ

可

否
決
ノ

際
孰
レ

モ

少
数
ニ

テ
消
滅
致
候
其
後
再
ヒ

議
場
ニ

該
章
ヲ

提
出
セ

ン

ト
ス

ル

ノ

建
議
モ

有
之
候
ラ
ヒ

シ

カ

ト
モ

是
亦
議
場
ニ

否
決
セ

ラ
レ

候
依
テ

本
按
ノ

第
三
次
会
ヲ

開
キ
候
処
既
ニ

第
二

章
已
下
消
滅
ニ

帰
シ

候
上
ハ

第
一

章
ヲ

存
ス

ル

モ

其
益
ナ
キ
ヲ

以
テ
之
レ

ヲ

廃
セ

ン

ト
ス

ル

ノ

動
議
起
立
多
数

ヲ

得
テ
可
決
致
候
事

一

　
第
二

号
第
三
号
議
案
ハ

共
ニ

第
一

号
議
案
ノ

廃
按
ニ

拠
リ
之
レ

ヲ

存
ス

ル

モ

其
益
ナ
シ

ト
ノ

動
議
是
又
起
立
多
数
ヲ

得
テ
可
決
致
候
事

明
治
十
三
年
十
二

月
廿
一

日

　
県
会
副
議
長
　
谷
合
弥
七

神
奈
川
県
令
　
野
村

靖
殿

（三）

内
務
部
議
按
　
会
計
部
歴
査

別
紙
内
務
大
蔵
両
省
連
署
伺
神
奈
川
県
備
荒
儲
蓄
法
再
議
按
廃
棄
ノ

儀
ヲ

按
ス

ル

ニ

臨
時
県
会
ニ

於
テ
議
按
消
滅
シ

再
議
ニ

付
ス

ル

モ

尚
ホ

原
按
廃
棄
ニ

決
シ

タ
ル

ヲ

以
テ
本
年
ニ

限
リ
県
会
ノ

可
決
ヲ

経
ス

原
案
ノ

通
リ
施
行
セ

ン

ト
欲
シ

其
裁
可
ヲ

仰
ク
モ

ノ
ニ

候
得
共
抑
モ

県
令
ニ

於
テ
県
会
ノ

議
決
ヲ

認
可
ス

可
カ

ラ
サ
ル

モ

ノ

ト
思
慮
ス

ル

時
ハ

府
県
会
規
則
第
五
条
ニ

依
リ
其
事
由
ヲ

内
務
卿

ニ

具
状
シ

テ
指
揮
ヲ

請
フ

ヘ

キ
モ

ノ
ニ

シ

テ
内
務
卿
ハ

必
ス

政
府
ノ

裁
可
ヲ

受

ク
ル

ヲ

要
セ

ス

又
タ
県
令
ハ

其
意
見
ヲ

陳
ヘ

ス

シ

テ
単
ニ

内
部
大
蔵
両
卿
ノ

指

揮
ヲ

請
フ

ヘ

キ
モ

ノ
ニ

モ

無
之
ニ

付
左
ノ

通
御
指
令
相
成
可
然
哉
仰
高
裁
候
也

十
三
年
十
二

月
廿
八
日

（「
太
政
類
典
」
第
四

編
第
一

七
巻
）

一

二
二

　
備
荒
儲
蓄
法
廃
棄
に

関
す
る
大
住

淘
綾
両
郡
の

上
申
書

甲
第
三
号
布
達
施
行
ノ

義
ニ

付
上
申

昨
十
三
年
六
月
第
三
十
一

号
公
布
即
チ
備
荒
儲
蓄
法
頒
布
セ

ラ
レ

テ
ヨ

リ
已
降
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我
全
国
人
民
ハ

此
公
布
ニ

対
シ

其
是
非
ヲ

討
論
弁
駁
シ

テ

囂
然
抵
止
ス

ル

処
ロ

ヲ

知
ラ
サ
ル

カ
如
シ

次
テ
本
県
於
テ
モ

客
歳
十
二

月
臨
時
県
会
ヲ

開
カ
レ

此
方

案
ヲ

議
セ

シ

メ
ラ
レ

タ
ル

ニ

議
員
中
尚
廃
棄
ヲ

主
唱
ス

ル

モ

ノ

ア
リ
テ
議
会
再

次
ニ

及
フ

モ

終
ニ

廃
滅
ニ

帰
シ

タ
リ
シ

而
シ

テ
爾
来
鄙
官
等
閣
下
ノ

御
処
置
如

何
ヲ

相
待
候
処
今
般
甲
第
三
号
ヲ

以
内
務
大
蔵
両
卿
ノ

指
揮
ニ

拠
リ
原
按
ノ

通

リ
施
行
相
成
旨
ノ

布
達
ヲ

拝
閲
セ

リ
鄙
官
倩
々

考
フ

ル

ニ

此
制
タ
ル

現
時
ノ

国

民
ニ

対
シ

適
切
緊
要
ナ
ル

モ

ノ
ナ

リ
ト
雖
モ

之
レ

ヲ

不
適
当
ト
ナ
シ

論
ス

ル

モ

ノ
モ

亦
タ
一

々

其
理
ナ
シ

ト
ス

ヘ

カ

ラ
ス

乃
チ
我
県
会
ノ

該
法
案
ヲ

廃
棄
シ

去

ル

モ

葢
シ

其
所
以
ア
リ
テ
存
ス

ル

モ

ノ

ア
レ

ハ

ナ
リ
既
ニ

其
理
由
ア

リ
テ
民
情

ニ

適
セ

ス

ト
為
シ

之
レ

ヲ

廃
却
ス

ル

モ

唯
々

頑
固
無
道
理
ノ

俗
ト
為
ス

ヘ

カ
ラ

ス

苟
モ

頑
固
無
道
理
ノ

俗
ニ

非
サ
ル

以
上
ハ

之
レ

ヲ

シ

テ
道
理
ニ

服
従
セ

シ

ム

ル

何
ノ

難
キ
コ

ト
カ

之
レ

ア
ラ
ン

ヤ

仮
令
頑
愚
ノ

俗
ト
雖
モ

其
謂
フ

所
其
陳
ル

所
ロ

既
ニ

理
ノ

存
ス

ル

ア
ル

ヲ

知
レ

ハ

当
局
者
タ
ル

モ

ノ

恬
然
〓
ニ

顧
ミ
ル

処

ロ

ナ
ク
シ

テ
可
ナ
ラ
ン

乎
嗟
呼
制
法
令
ヲ

墨
守
シ

民
情
ヲ

シ

テ
暢
達
セ

シ

ム

ル

コ

ト
ナ
ク
唯
制
之
レ

ニ

圧
服
セ

シ

メ
ン

ト
シ

猶
之
レ

ニ

加
フ

ル

ニ

勢
威
ノ

術
ヲ

以
ス

ル

ハ

往
時
未
開
ノ

人
民
ヲ

圧
服
ス

ル

ノ

政
策
ニ

外
ナ
ラ
サ
レ

ト
モ

現
時
我

国
民
ハ

文
華
ノ

民
ニ

非
サ
ル

モ

其
未
開
ノ

民
ニ

ハ

非
サ
ル

可
シ

苟
モ

斯
ノ

民
ヲ

治
セ

ン

ト
ス

ル

勢
威
ノ

政
策
ニ

異
ナ
ラ
サ
ル

ノ

術
ヲ

以
セ

ハ

人
心
ノ

乖
離
果
シ

テ
期
ス

ヘ

キ
ナ
リ
民
心
一

度
乖
離
ス

夫
レ

何
ヲ

以
官
民
ノ

間
ヲ

弥
縫
セ

ン

ト
ス

ル

カ

啻
ニ

弥
縫
シ

能
ハ

サ
ル

耳
ナ
ラ
ス

我
公
明
正
大
ナ
ル

明
治
聖
世
ノ

光
輝
タ

ル

盛
徳
モ

寔
言
フ

可
カ

ラ
サ
ル

場
合
ニ

逢
遭
ス

ル

モ

亦
知
ル

ヘ

カ

ラ
ス

夫
レ

然

リ
如
此
故
ニ

今
日
ニ

方
リ
当
局
者
タ
ル

モ

ノ

恬
然
官
民
ノ

調
和
ヲ

講
セ

ス

只
制

度
法
律
ヲ

遵
守
シ

以
テ
国
民
ヲ

処
セ

ン

ト
ス

ル

豈
ニ

其
職
ヲ

尽
シ

タ
ル

モ

ノ

ト

云
フ

可
ケ
ン

ヤ

俯
冀
ク
ハ

閣
下
彼
ノ
三
十
一

号
ノ

公
布
ニ

対
シ

親
シ

ク

県
民
ノ

情
勢
ヲ

奏
上
セ

ラ
レ

斯
ノ

制
ヲ

施
行
ス

ル

コ

ト
ヲ

止
メ
更
フ

ル

ニ

適
当
ナ
ル

法

ヲ

設
ケ
而
シ

テ
国
民
ニ

被
ラ
シ

メ
ン

コ

ト
ヲ

若
シ

制
令
一

朝
変
更
ス

ル

能
ハ

ス

ト
セ

ハ

該
規
則
成
立
ス

ル

所
以
ノ

真
理
ヲ

明
示
シ

民
ヲ

シ

テ
目
従
セ

シ

ム

ル

ノ

手
段
ヲ

設
ケ
ラ
レ

ン

コ

ト
ヲ

是
レ

鄙
官
ノ

偏
ニ

閣
下
ニ

仰
ク
所
ロ

ナ
リ
退
テ
考

フ

ル

ニ

閣
下
ノ

賢
明
此
レ

等
ノ

儀
ハ

嘗
テ
尊
慮
ニ

存
シ

業
々

尽
サ
ヽ

ル

処
ロ

ナ

キ
モ

恐
ク
ハ

事
ノ

止
ム

ヲ

得
サ
ル

ニ

出
ツ

ル

ナ
ル

ベ

シ

然
リ
ト
雖
モ

今
甲
第
三

号
布
達
ノ

上
ニ

顕
ハ

ル

ヽ

ハ

只
管
普
通
ノ

手
続
ニ

止
リ
県
民
ノ

満
足
ヲ

欠
ク
ノ

憾
ナ
キ
能
ハ

サ
ル

ヲ

以
之
レ

ヲ

黙
々

ニ

付
ス

ル

ハ

却
テ
鄙
官
ノ

尽
サ
ヽ

ル

罪
ナ

ラ
ン

ヲ

恐
レ

決
然
配
布
ノ

事
ヲ

止
メ

〓
ニ

腐
言
ヲ

上
陳
シ

更
ニ

御
指
揮
ノ

ア
ル

所
ロ

ヲ

待
ツ

敢
テ
願
ク
ハ

採
択
ア
ラ
レ

ン

コ

ト
ヲ

　
誠
恐
誠
惺
頓
首
謹
言

明
治
十
四
年
一

月
十
三
日

　
大
住

淘
綾

神
奈
川
県
令

野
村

（「
草
稿
綴
」
山
口

匡
一

氏
蔵
）
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一

二

三

　
地
方
税
徴
収
期
限
諭
示
に

関
す
る
件
達

高
租
第
弐
百
弐
拾
九
号

戸
長
役
場

租
税
徴
収
方
之
儀
ハ

素
ヨ

リ
忽
視
ス

ヘ

キ
モ

ノ
ニ

無
之
候
処
往
々

納
税
延
滞
ノ

向
モ

有
之
右
ハ

畢
竟
納
税
者
ノ

怠
慢
ヨ

リ
生
ス

ル

ノ

結
果
ト
視
做
サ
ヽ

ル

ヲ

得

ス

ト
雖
ト
モ

或
ハ

旧
来
ノ

弊
習
ニ

泥
ミ

又
ハ

戸
長
役
場
事
務
多
端
等
ヨ

リ
シ

テ

若
シ

納
期
ニ

臨
ミ

人
民
ニ

示
ス

カ

如
キ

遅
延
ノ

所
置
有
之
ト
キ
ハ

人
民
納
税
上

多
少
困
難
ヲ

極
メ
竟
ニ

納
期
ヲ

経
過
ス

ル

ニ

至
リ
テ
ハ

不
都
合
之
事
ニ

有
之
候

就
中
地
方
税
ノ

如
キ
ハ

其
収
入
ヲ

以
其
年
度
ノ

支
出
ニ

充
ル

ヲ

以
其
収
入
ノ

延

滞
ハ

其
支
出
ノ

差
支
ヲ

来
タ
シ

自
ラ
事
業
ノ

淹
滞
ヲ

醸
成
ス

ル

ニ

至
ル

故
ニ

戸

長
ノ

最
モ

注
意
ス

ヘ

キ
ハ

勿
論
人
民
ニ

於
テ
モ

怠
慢
ノ

儀
無
之
様
可
致
且
本
年

二月

第
拾
五
号
公
布
ヲ

以
テ
十
年
十
一

月

第
七
拾
九
号
公
布
不
納
者
処
分
法
中
納
期

後
三
十
日
間
ノ
猶
予
ノ

件
ヲ

廃
止
セ

ラ
ル

ヽ

ニ

於
テ
ハ

徴
収
期
ヲ

経
過
シ

既
ニ

不
納
者
タ
ル

モ

ノ
ハ

直
ニ

其
処
分
ヲ

ナ
サ
ヽ

ル

ヲ

得
サ
ル

ニ

付
戸
長
ハ

必
ス

徴

収
期
限
ニ

先
タ
チ
納
額
等
ノ

調
査
ヲ

要
シ

之
ヲ

人
民
ニ

達
シ

人
民
ハ

必
ス

期
限

ヲ

超
過
セ

サ
ル

様
納
税
ス

ヘ

キ
旨
篤
ク
村
内
江
諭
示
ス

ヘ

シ

此
旨
相
達
候
事

明
治
十
四
年
三
月
十
七
日

　
高
座
郡
長
　
稲
垣
道
生

追
テ
納
期
経
過
シ

納
税
セ

サ
ル

者
ハ

金
額
及
ヒ

人
名
等
取
調
其
時
々

可
差
出
事

（
高
座
郡
相
原
村
戸
長
役
場「
本
郡
諸
達
」（
明
治
一

四
年

）
相
模
原
市
史
資
料
室
蔵

）

一

二

四

　
地
方
税
負
担

集
会
等
学
校
使
用
制
限
に

関
す
る

県
会
議
員
建
白
書

明
治
十
五
年
五
月
本
県
々

会
議
員
建
白

某
等
不
肖
ノ

身
ヲ

以
テ
管
下
八
十
万
余
人
ノ

代
議
士
ト
ナ
ル

所
以
ノ

者
ハ

只
専

ラ
地
方
税
ヲ

減
ス

ル

カ
為
ニ

非
ス

又
地
方
税
ノ

増
加
ヲ

助
長
ス

ル

カ
為
ニ

非
ス

必
要
ノ

地
方
税
ナ
ラ
ハ

民
力
ヲ

計
リ
之
ヲ

増
加
ス

ル

ノ

方
法
ヲ

按
出
シ

無
必
用

ノ
地
方
税
ナ
ラ
ハ

意
ヲ

用
ヒ

テ
之
ヲ

省
キ
地
方
税
貢
納
者
ヲ
シ

テ
甘
シ

テ
其
貢

納
ノ

義
務
ヲ

尽
サ
シ

メ
ン

コ

ト
ヲ

欲
ス

レ

ハ

ナ
リ
若
シ

夫
レ

議
定
ノ
地
方
税
ニ

シ

テ
貢
納
者
ニ

不
満
ヲ

懐
カ
シ

メ
ン

歟
貢
納
者
カ
議
会
ニ

対
ス

ル

ノ

不
満
ハ

延

テ
県
令
閣
下
ニ

対
ス

ル

ノ
不
満
ト
ナ
リ
閣
下
ニ

対
ス

ル

ノ
不
満
ハ

延
テ
政
府
ニ

対
ス

ル

ノ

不
満
ト
ナ
ラ
ン

実
ニ

某
等
カ

平
生
一

議
案
ヲ

議
ス

ル

ニ

モ

容
易
ニ

言

ヲ

発
セ

サ
ル

所
以
ハ

只
ニ

己
レ

ノ

身
ヲ

重
ス

ル

ノ
ミ
ナ
ラ
ス

兼
テ
閣
下
ノ

施
政

ヲ

シ

テ
管
下
ノ

民
心
ニ

背
離
セ

シ

ム

ル

勿
ン

コ

ト
ヲ

望
メ
ハ

ナ
リ
某
等
又
苦
慮

多
シ

ト
云
フ
ヘ

シ

而
ル

ニ

近
年
政
府
ハ

種
々

ノ

障
害
ニ

遇
ヒ

之
レ

カ

為
メ

国
税

減
セ

ス

シ

テ
地
方
税
年
々

ニ

増
加
シ

明
治
十
四
年
地
方
税
ノ

如
キ
ハ

其
額
殆
ン

ト
前
年
ニ

一

倍
シ

租
税
貢
納
者
ノ

苦
情
ハ

地
方
税
増
加
ト
共
ニ

増
長
シ

幾
ン

ト

議
員
ヲ

シ

テ
其
苦
ニ

堪
ヘ

サ
ラ
シ

メ
ン

ト
ス

ル

ノ

情
ア
リ
是
閣
下
ノ

昨
年
以
来

管
下
ニ

実
検
セ

ラ
ル

ヽ

所
ニ

シ

テ
某
等
議
員
ノ

今
ニ

苦
慮
シ

止
マ

サ
ル

所
ナ
リ
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此
時
ニ

当
リ
管
下
ノ

人
民
苦
情
ヲ

増
サ
ス

シ

テ
而
モ

貢
税
ノ

義
務
ヲ

尽
サ
シ

ム

ル

ノ

法
唯
一

ア
リ
即
チ
地
方
税
ト
共
ニ

地
方
人
民
地
方
税
ニ

対
ス

ル

権
利
ヲ

使

用
セ

シ

ム

ル

コ

ト
是
ナ
リ
凡
ソ

政
事
上
ノ

権
利
ヲ

生
ス

ヘ

キ
モ

ノ

其
類
一

ナ
ラ

サ
レ

ト
モ

其
最
モ

著
明
ナ
ル

モ

ノ

ヲ

租
税
ト
ス

若
シ

租
税
ヲ
シ

テ
権
利
ト
並
行

セ

シ

メ
サ
ル

者
ナ
ラ
シ

メ
ハ

天
下
如
何
ナ
ル

傭
人
愚
夫
ト
雖
モ

甘
ン

シ

テ
其
義

務
ニ

服
ス

ル

者
ナ
カ
ラ
ン

况
ヤ

政
事
上
論
義
ノ

盛
ナ
ル

我
管
下
人
民
ニ

於
テ
ヲ

ヤ

而
ル

ニ

某
等
今
年
一

月
ノ

終
閣
下
ノ

発
シ

タ
ル

乙
第
十
二

号
達
書
ヲ

見
テ
大

ニ

宿
憂
ヲ

増
セ

シ
モ

ノ

ア
リ
其
達
書
ニ

曰
ク
従
来
学
校
等
ヲ

仮
用
シ

テ
諸
般
ノ

集
会
ヲ

挙
行
ス

ル

向
モ

有
之
候
処
其
行
為
ノ

遊
興
弄
戯
ニ

属
ス

ル

モ

ノ

并
ニ

言

論
ノ

猥
褻
危
激
ニ

渉
ル

モ

ノ

教
育
上
妨
害
少
カ
ラ

サ
ル

義
ニ

付
自
今
学
校
ヲ

右

ニ

充
用
セ

シ

メ

サ
ル

ハ

勿
論
都
テ
不
取
締
無
之
様
云
々

ト
某
等
初
メ

之
ヲ

読
ミ

心
ニ

自
ラ
思
ラ
ク

是
県
令
ノ
一

時
ノ

為
メ
ニ

ス

ル

処
ア
ツ

テ
発
セ

ラ
レ

タ
ル

仮

則
ナ
ラ
ン

夫
学
校
ニ

ハ

協
議
費
支
弁
ノ
モ

ノ

ア
リ
地
方
税
支
弁
ノ
モ

ノ

ア
リ
此

二

ノ

者
ハ

共
ニ

民
費
支
弁
ノ

者
ナ
リ
民
費
支
弁
ノ

者
ナ
ラ
ハ

県
令
カ

殊
更
ニ

斯

ル

達
書
ヲ

発
セ

サ
ル

モ

其
土
地
ノ

人
民
自
ラ

之
レ

カ

施
用
ヲ

制
限
セ

ン

県
令
カ

此
達
書
ヲ

取
消
サ
ル

ヽ

ハ

葢
シ

近
日
ノ

内
ニ

ア
ラ
ン

ト
此
達
書
ノ

取
消
シ

ト
ナ

ラ
ン

コ

ト
ヲ

望
ミ
シ
コ

ト
数
旬
日
而
ル

ニ

閣
下
ハ

此
達
書
ヲ

取
消
サ
ヽ

ル

而
己

ナ
ラ
ス

次
テ
去
ル

三
月
十
日
再
ヒ

乙
第
三
十
一

号
ノ
達
書
ヲ

発
シ

テ
曰
ク

学
校

ヲ

集
会
ニ

充
用
取
締
方
之
儀
ニ

付
乙
第
十
二

号
ヲ

以
テ
相
達
シ

候
趣
モ

有
之
候

就
テ
ハ

自
今
止
ヲ

得
サ
ル

事
由
ア
リ
テ
学
校
ヲ

集
会
等
ニ

充
用
セ

シ

メ

ン

ト
ス

ル

ト
キ
ハ

其
事
由
及
ヒ

趣
旨
ヲ

具
シ

郡
区
長
ノ

認
可
ヲ

受
ク
ベ

ク
云
々

ト

是
ニ

於
テ
某
等
ハ

彼
ノ

乙
第
十
二

号
達
書
ノ
一

時
ノ

仮
則
ニ

非
ル

コ

ト
ヲ

信
シ

疑
懼
ノ

念
益
々

胸
裏
ニ

充
満
ス

ル

ニ

至
リ
タ
リ
今
地
方
協
議
費
ヨ

リ
成
立
タ
ル

小
学
校
舎
ハ

姑
ク
措
キ
本
年
議
案
第
八
号
師
範
学
校
ノ

如
キ
全
ク

地
方
税
支
弁

ニ

属
ス

ル

者
ナ
リ
此
師
範
学
校
タ
ル

昨
年
ハ

九
千
六
百
円
余
ヲ

支
弁
タ
リ
シ
モ

今
年
ノ

議
按
ハ

殆
ン

ト
一

万
五
千
円
ト
ナ

リ
其
増
額
三
分
ノ
一

ニ

居
レ

リ
九
千

六
百
円
ノ

費
用
少
シ

ト
セ

サ
ル

ニ

一

年
ヲ

経
サ
ル

間
ニ

増
加
シ

テ
一

万
五
千
円

ト
ナ
ル

其
増
額
大
ナ
リ
ト
云
フ

ヘ

シ

而
ル

ニ

神
奈
川
県
民
ハ

九
千
余
円
ノ

費
用

ヲ

支
弁
セ

シ

時
ニ

ハ

之
ヲ

集
会
ニ

充
用
ス

ル

ノ

自
由
ア
リ
テ
一

万
五
千
円
ト
ナ

ラ
ン

ト
ス

ル

今
日
ニ

ハ

彼
ノ

達
書
ニ

依
リ
之
ヲ

充
用
ス

ル

ノ

自
由
ナ
ク
之
ヲ

充

用
セ

ン

ト
セ

ハ

逸
ニ

郡
区
長
ノ

認
可
ヲ

受
ケ
ヨ

ト
云
フ

是
租
税
ハ

増
加
シ

テ
権

利
ハ

減
縮
シ

タ
ル

者
ト
云
ハ

サ
ル

ヘ

カ
ラ
ス

我
県
民
即
チ
地
方
税
貢
納
者
ハ

皆

云
ハ

ン

租
税
ト
権
利
ト
相
倍
蓰
ス

ル

ハ

世
界
ノ

通
則
ナ
ル

ニ

神
奈
川
県
民
独
リ

租
税
ヲ

増
加
ス

ル

ト
同
時
ニ

権
利
ヲ

減
縮
ス

ル

ノ

不
幸
ヲ

見
ル

是
果
シ

テ
我
大

政
府
施
政
ノ

本
旨
ナ
ル

歟
決
テ
否
ラ

サ
ル

ナ
ラ
ン

政
府
ハ

先
年
地
方
税
ヲ

定
ム

ル

ト
同
時
ニ

地
方
税
収
支
予
算
ノ

議
権
ヲ

府
県
会
ニ

与
ヘ

一

昨
年
第
四
十
八
号

布
告
ヲ

以
テ
府
県
庁
舎
建
築
修
繕
費
監
獄
費
監
獄
建
築
修
繕
費
等
ヲ

地
方
税
ニ

負
担
セ

シ

ム

ル

同
時
ニ

其
費
用
ヲ

議
定
ス

ル

ノ

権
利
ヲ

人
民
ニ

与
ヘ

其
為
ス

所
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租
税
ト
権
利
ト
相
倍
蓰
セ

シ

メ
サ
ル

ナ
シ

而
ル

ニ

神
奈
川
県
ノ

学
校
ハ

其
負
担

増
加
シ

テ
其
権
利
ハ

減
縮
ス

是
世
界
普
遍
ノ

通
則
ニ

背
キ
併
セ

テ
大
政
府
ノ

趣

旨
ニ

適
セ

サ
ル

カ
如
シ

夫
万
金
ノ

費
之
ヲ

徴
収
ス

ル

其
道
ヲ

尽
サ
ハ

納
税
者
タ

ル

モ

ノ

甘
ン

シ

テ
其
令
ニ

服
セ

ン

毫
厘
ノ

費
之
ヲ

徴
収
ス

ル

其
道
ヲ

尽
サ
ヽ

レ

ハ

納
税
者
タ
ル

モ

ノ

心
ニ

不
満
ヲ

懐
ク
ハ

必
然
ナ
リ
今
五
千
円
ノ

増
額
毫
厘
ノ

比
ニ

非
ス

シ

テ
却
テ
之
レ

カ
充
用
ヲ

制
限
ス

某
等
未
タ
納
税
者
カ

甘
ン

シ

テ
其

徴
収
ニ

応
ス

ル

コ

ト
ヲ

知
ラ
サ
ル

ナ
リ
第
十
二

号
ノ

達
書
ニ

云
フ

従
来
学
校
等

ヲ

仮
用
シ

テ
諸
般
ノ

集
会
ヲ

挙
行
ス

ル

向
モ

有
之
候
処
其
行
為
ノ

遊
戯
ニ

属
ス

ル

者
并
ニ

言
論
ノ

猥
褻
危
激
ニ

至
ツ

テ
ハ

其
言
論
ヲ

聴
渉
ル

モ

ノ

云
々

ト
実
ニ

然
リ
某
等
ニ

於
テ
モ

芝
居
遊
興
等
ハ

子
弟
ノ

教
育
ト
両
立
セ

サ
ル

者
ト
思
考
セ

リ
故
ニ

之
ヲ

校
舎
ニ

演
ス

ル

ハ

閣
下
ノ

令
ヲ

待
ヅ
ト
モ

某
等
之
ヲ

禁
セ

ン

コ

ト

ヲ

望
ム

モ

ノ

ナ
リ
然
レ

共
言
論
ノ

猥
褻
詭
激
ニ

至
ツ

テ
ハ

其
言
論
ヲ

聴
キ
シ

後

ニ

至
ラ
サ
レ

ハ

之
レ

カ

是
非
ヲ

判
決
シ

得
ヘ

キ
モ

ノ
ニ

非
ス

而
ル

ニ

此
達
書
ノ

意
ニ

従
ハ

ヽ

未
タ
演
説
ヲ

聴
カ
ス

シ

テ
之
ヲ

猥
褻
詭
激
ナ
リ
ト
判
断
シ

之
カ

講

談
ヲ

聴
カ
ス

シ

テ
予
メ

猥
褻
詭
激
ナ

リ
ト

宛
断
ス

ル

コ

ト
ア
ラ
ン

是
恰
モ

人
ノ

面
ヲ

見
ス

シ

テ
之
カ

醜
美
ヲ

弁
ス

ル

ノ

類
ニ

ア
ラ
ス

ヤ

閣
下
モ

了
知
セ

ラ
ル

ヽ

如
ク
我
政
府
ハ

先
キ
ニ

集
会
条
例
ヲ

発
シ

テ
大
ニ

社
会

ノ

言
論
ヲ

制
限
シ

タ
リ
此
条
例
ニ

依
レ

ハ

言
論
ノ

過
激
ニ

渉
リ
社
会
ノ

安
寧
ヲ

害
ス

ト
認
ム

ル

ト
キ
之
カ

演
説
ヲ

禁
シ

其
聴
衆
ヲ

解
散
セ

シ

ム

ル

ノ

法
ナ
リ
学

校
内
ニ

演
ス

ル

講
談
論
議
ニ

シ

テ
果
シ

テ
国
安
ヲ

害
ス

ル

モ

ノ
ナ

ラ
ン

歟
閣
下

カ
制
限
ヲ

置
カ

サ
ル

モ

其
土
地
ノ

警
察
官
ハ

集
会
条
例
ノ

明
文
ニ

従
ヒ

其
集
会

ヲ

解
散
セ

ン

我
管
下
ノ

人
民
ハ

此
集
会
ノ

条
例
ス

ラ

大
ニ

言
論
ノ

自
由
ヲ

制
限

ス

ル

モ

ノ
ナ
リ
ト
論
議
シ

テ
止
マ

サ
ル

所
ナ
ル

ニ

今
亦
之
レ

カ

集
会
所
ヲ

制
限

ス

我
管
下
ノ

人
民
ハ

皆
云
ハ

ン

中
央
政
府
ハ

制
法
ノ

権
ヲ

有
ス

ル

者
ナ
レ

ハ

集

会
条
例
ヲ

設
テ
言
論
ニ

制
限
ヲ

置
ク
コ

ト
ヲ

得
サ
ル

コ

ト
ト
ス

ル

モ

地
方
長
官

ニ

ハ

制
限
ノ

権
ナ
キ
モ

ノ

ナ

リ
而
ル

ヲ

今
神
奈
川
県
令
ハ

学
校
充
用
ニ

制
限
ヲ

置
ク
是
県
令
ニ

シ

テ
制
法
ノ

権
ヲ

使
用
シ

タ
ル

ニ

異
ナ
ラ
ス

ト
葢
シ

閣
下
ノ

事

務
ニ

老
練
ナ
ル

斯
ル

非
難
ニ

対
ス

ル

モ

之
カ

答
弁
ヲ

為
ス

ハ

容
易
ナ
ル

ヘ

シ

ト

ハ

臆
想
ス

レ

ト
モ

県
会
議
員
タ
ル

某
等
ハ

之
レ

カ

答
弁
ヲ

為
ス

ニ

苦
ム

ナ
リ

閣
下
モ

知
ラ
ル

ヽ

如
ク
横
浜
区
内
ニ

於
テ
神
奈
川
県
民
数
百
人
相
会
同
ス

ル

ヲ

得
ル

ノ

場
合
ハ

町
会
所
師
範
学
校
ヲ

除
テ
他
ニ

其
所
ナ
シ

而
ル

ニ

町
会
所
タ
ル

其
建
築
宏
壮
ナ
ル

モ

之
レ

カ

所
有
者
ハ

本
町
外
十
三
ケ
町
ナ
リ
是
ヲ

以
テ
昨
年

県
会
中
ニ

モ

町
会
所
所
有
者
ハ

一

時
之
カ

使
用
ヲ

謝
絶
セ

ン

コ

ト
ア
リ
是
閣
下

ノ
心
ニ

歴
々

記
臆
セ

ラ
ル

ヽ

所
ナ
リ
幸
ヒ

ニ

シ

テ
今
年
ノ

通
常
会
ハ

未
タ
斯
ル

不
幸
ニ

遭
遇
セ

ス

ト
雖
他
日

若
シ

斯
ル

事
変
ニ

遇
ハ

ヽ

神
奈
川
県
会
ノ

会
場
ハ

師
範
学
校
ヲ

除
キ
他
ニ

其
所
ナ
シ

而
ル

ニ

此
師
範
学
校
ヲ

充
用
セ

ン

ト
セ

ハ

堂

々

タ
ル

神
奈
川
県
会
ハ

此
乙
第
十
二

号
乙
三
十
一

号
達
書
ノ

旨
ヲ

奉
シ

其
事
由

ト
趣
旨
ヲ

具
シ

区
長
ノ
認
可
ヲ

受
ケ
サ
ル

ヲ

得
ス
一

県
内
政
治
ノ

関
鎖
ヲ

握
ル
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県
会
ニ

シ

テ
其
所
有
物
ニ

テ
ア
リ
ナ
カ
ラ
之
ヲ

使
用
セ

シ

ム

ル

ト
セ

シ

メ

サ
ル

ハ

区
長
ノ

特
権
ニ

ア
リ
ト
セ

ハ

恐
ラ
ク
ハ

管
下
八
十
万
人
民
ハ

師
範
学
校
費
ヲ

支
弁
ス

ル

ヲ

以
テ
貨
財
ヲ

海
底
ニ

投
ス

ル

ト
感
ヲ

同
フ

セ

ン

某
等
不
肖
ノ

身
ヲ

以
テ
管
下
八
十
万
人
民
ノ

代
議
士
タ
ル

職
ヲ

奉
ス

ル

所
以
ハ

進
テ
閣
下
ニ

政
治
ヲ

施
ク
ノ

便
ヲ

与
ヘ

退
テ
八
十
万
人
民
ノ
不
便
ヲ

除
キ

我
管

下
ノ

治
蹟
ヲ

シ

テ
全
国
治
蹟
ノ

模
範
ト
モ

成
ラ
シ

メ
ン

ト
欲
ス

レ

ハ

ナ
リ
而
ル

ニ

今
ヤ

閣
下
カ
乙
第
十
二

号
乙
第
三
十
一

号
ノ

達
書
ヲ

発
セ

ラ
レ

シ

カ

為
メ
ニ

管
下
ノ
人
民
許
多
ノ

苦
情
ト
疑
惑
ト
ヲ

起
シ

幾
ン

ト
某
等
ヲ
シ

テ
第
八
号
議
案

ヲ

審
議
ス

ル

ニ

躊
躇
セ

シ

ム

某
等
謹
テ
請
フ

閣
下
速
ニ

彼
乙
第
十
二

号
乙
第
三

十
一

号
達
書
ヲ

取
消
シ

某
等
ヲ
シ

テ
顧
慮
ス

ル

所
ナ
ク
彼
第
八
号
議
案
ヲ

議
決

セ

シ

メ
ラ
レ

ン

コ

ト
ヲ

云
々

審
議
ノ

未
該
建
議
案
呈
セ

シ
ニ

県
令
ニ

於
テ
ハ

之
ヲ

容
レ

サ
ル

コ

ト
ニ

議
論
ア

リ
タ
リ

（
添
田
茂
樹
氏
蔵
）

（
注
）
「
一

倍
」
は
近
世
的
用
語
、

現
在
の

二

倍
の

意
味
。

一

二

五

　
西
多
摩
郡
下
地
方
税
備
荒
儲
蓄
金
等
滞
納
督
促

の

件
通
達
（
一

－
一

〇

）

（一）

租
第
三
百
七
十
七
号

地
方
税
備
荒
儲
蓄
金
徴
収
方
ノ

儀
追
々

御
達
之
趣
モ

有
之
素
ヨ

リ
忽
視
ニ

付
ス

ヘ

キ

者
ニ

無
之
候
処
往
々

上
納
方
延
滞
ノ

向
有
之
畢
竟
ス

ル

ニ

納
税
者
ノ

怠
リ

ヨ

リ
生
ス

ル

ノ

結
果
ナ
リ
ト
見
做
サ
ヽ

ル

ヲ

得
ズ

ト
雖
ト
モ

或
ハ

旧
来
ノ

弊
習

ニ

ナ
ヅ
ミ

又
ハ

戸
長
役
場
ノ

事
務
多
端
等
ヨ

リ
シ

テ
納
期
ニ

臨
ミ
人
民
ニ

示
ス

カ

如
キ
ハ

無
之
儀
ト
信
ジ
候
得
共
万
一

右
等
ノ

所
置
有
之
ト
キ
ハ

人
民
納
税
者

ノ

多
少
困
難
ヲ

極
メ

竟
ニ

納
期
ヲ

経
過
ス

ル

ニ

至
リ
テ
ハ

不
都
合
之
事
ニ

有
之

候
就
中
公
貯
金
ノ

如
キ
ハ

利
付
公
債
証
書
購
入
及
利
付
預
ト
ナ
ス

モ

ノ
ニ

シ

テ

最
注
意
ス

ヘ

キ
ハ

勿
論
ノ

義
ニ

有
之
候
間
来
ル

十
六
年
一

月
中
収
入
ス

ヘ

キ
科

目
左
ノ

通
ニ

候
条
精
々

徴
収
ノ
上
必
ス

期
限
遅
々

セ

ザ
ル

様
上
納
方
可
被
取
計

為
念
此
旨
申
入
置
候
也

明
治
十
五
年
十
二

月
廿
一

日

　
西
多
摩
郡
役
所

戸
長
役
場
中

地
租
割
税
　
戸
数
割
税
　
営
業
税
　
儲
蓄
金

雑
種
年
税

川
漁
税

車

税

共

総
テ
十
六
年
一

月
十
五
日
限
リ

（二）

告
第
八
号

十
六
年
度
地
方
税
賦
課
法
ニ

付
要
用
ノ

義
有
之
候
条
旅
籠
屋
料
理
屋
待
合
茶
屋
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飲
食
店
ノ

義
明
治
十
五
年
一

月
ヨ

リ
十
二

月
迄
営
業
収
入
売
上
高（
料
理
屋
ニ

シ

テ

旅
籠
屋
ヲ

兼
或
ハ

旅
籠
屋
ニ

シ

テ

飲
食
店
ヲ

兼

タ
ル

如
キ
ハ

各
個
ニ

分
記
ス

ヘ

シ

）本
月
尽
日
限
リ
無
遅
滞
可
届
出
此
旨
相
達
候

事
但
半
途
創
業
ノ

者
ハ

十
二

月
三
十
一

日
迄
ニ

至
ル

現
額
月
数
ニ

除
シ

十
二

ケ

月
ニ

乗
シ

年
額
ニ

見
傚
ヘ

シ

明
治
十
六
年
五
月
十
日

　
西
多
摩
郡
長
　
細
谷
五
郎
右
衛
門

（三）

租
第
百
六
十
九
号

十
五
年
度
第
二

期
地
方
税
ノ

内
左
之
税
金
于
今
上
納
不
相
成
而
己
ナ
ラ
ス

事
由

上
申
モ

無
之
不
都
合
不
尠
趣
ヲ

以
其
筋
ヨ

リ
厳
督
有
之
候
条
即
日
上
納
可
有
之

若
上
納
差
閊
有
之
候
ハ

ヽ

其
事
由
速
ニ

上
申
有
之
度
此
段
再
三
及
督
促
候
也

但
本
月
ハ

年
度
末
ニ

付
決
算
上
ニ

関
シ

候
間
月
税
之
分
本
月
分
モ

同
時
ニ

上
納
有
之
度
候
也

明
治
十
六
年
六
月
一

日

　
西
多
摩
郡
役
所

南
小
曽
木
村
戸
長
役
場
中

地
租
割
税

月
税

　
二
三
四
五
月
分

（四）

租
第
二

百
〇
七
号

本
県
甲
第
三
十
七
号
ヲ

以
テ
郡
部
地
方
税
賦
課
規
則
布
達
相
成
候
ニ

付
テ
ハ

従

前
営
業
者
ハ

第
一

書
式
ニ

拠
リ
速
ニ

公
認
願
可
差
出
ハ

勿
論
ニ

候
得
共
収
税
方

調
査
ノ

都
合
モ

有
之
徴
収
期
限
ニ

切
迫
候
テ
ハ

不
都
合
候
条
精
々

注
意
取
纒
メ

来
ル

七
月
十
日
迄
ニ

無
遅
滞
進
達
可
有
之
此
達
及
通
牒
候
也

明
治
十
六
年
六
月
廿
七
日

　
西
多
摩
郡
役
所

戸
長
役
場
中

追
テ
公
認
願
書
ハ

正
副
二

通
可
差
出
筈
ニ

候
為
念
申
添
候
也

租
第
二

百
四
十
二

号

十
六
年
度
諸
営
業
者
公
認
願
書
差
出
方
ノ

義
昨
ク
十
日
迄
ニ

無
遅
滞
進
達
可
被

致
旨
租
第
二

百
七
号
ヲ

以
テ
御
通
牒
及
置
候
処
于
今
差
出
不
相
成
右
ハ

追
々

徴

収
期
限
ニ

切
迫
シ

甲
乙
切
符
配
付
上
甚
タ
以
テ
差
支
候
間
速
ニ

御
差
出
有
之
度

此
段
猶
及
御
照
会
候
也

明
治
十
六
年
七
月
十
一

日

西
多
摩
郡
役
所

戸
長
役
場
中
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（五）

租
第
二

百
五
十
二

号

明
治
十
六
年
度
地
方
税
徴
収
期
限
布
達
相
成
候
間
同
税
之
内
営
業
税
雑
種
税
ノ

義
ハ

当
役
所
ヨ

リ
甲
乙
切
符
配
布
可
致
ノ
処
未
タ
公
認
願
書
不
差
出
村
々

モ

有

之
旁
以
テ
成
規
之
通
甲
乙
切
符
配
付
ノ

運
ヒ

ニ

不
至
場
合
モ

難
計
候
得
共
該
税

徴
収
期
限
ヲ

不
誤
様
精
々

御
注
意
期
限
無
遅
滞
上
納
相
成
候
様
致
度
此
段
為
念

及
御
通
牒
候
也

明
治
十
六
年
七
月
十
九
日

　
西
多
摩
郡
役
所

戸
長
役
場
中

（六）

租
第
二

百
九
十
三
号

其
村
内
売
薬
請
売
之
者
等
ニ

テ
去
ル

五
六
二

ケ
月
中
販
売
セ

ル

数
量
及
同
印
紙

遣
払
高
調
書
上
ノ

義
ハ

曽
テ
及
通
知
置
候
義
モ

有
之
候
処
于
今
差
出
無
之
甚
不

都
合
ニ

付
急
速
取
調
来
ル

廿
五
日
迄
必
進
達
候
様
各
営
業
人
共
ヘ

御
通
達
相
成

度
此
段
申
進
候
也

明
治
十
六
年
八
月
廿
二

日

　
西
多
摩
郡
役
所

南
小
曽
木
村
戸
長
役
場
中

（七）

租
二

百
六
十
六
号

明
治
十
六
年
度
第
二

期
地
租
割
税
納
期
ノ

義
ハ

本
年
六
月
本
県
甲
第
三
十
九
号

達
ノ

通
ニ

付
右
日
限
無
遅
滞
上
納
相
成
候
様
可
被
取
計
此
段
為
念
申
入
候
也

但
該
税
上
納
方
ニ

付
テ
中
ニ

ハ

自
然
緩
慢
ニ

流
レ

候
村
々

モ

有
之
右
ハ

成

規
ノ

通
切
符
配
付
ヲ

怠
候
処
ヨ

リ
納
税
者
不
知
々

ニ

不
納
者
ト
相
成
候
様

ノ

義
モ

有
之
哉
右
様
ノ

義
ハ

曽
テ
無
之
筈
ノ
処
右
等
ノ
義
有
之
候
テ
ハ

不

相
成
加
ル

ニ

目
下
非
常
ノ

不
融
通
旁
以
一

層
御
注
意
有
之
度
且
右
等
ノ

事

情
ヨ

リ
納
期
ノ

儀
ニ

付
既
ニ

本
県
ヨ

リ
派
出
官
出
張
単
ニ

厳
談
ノ

次
第
モ

有
之
候
間
右
ノ

場
合
御
了
知
ノ
上
納
期
ヲ

不
誤
上
納
相
成
候
様
自
今
呉
々

モ

御
注
意
相
成
度
此
段
申
添
候
也

明
治
十
六
年
十
月
廿
五
日

　
西
多
摩
郡
役
所

地
方
税
掛

南
小
曽
木
村
戸
長
御
中

（八）

乾
第
九
号

戸
長
役
場

地
租
其
他
納
期
ア
ル

諸
税
上
納
方
ノ
儀
ニ

付
テ
ハ

追
々

達
ノ

次
第
モ

有
之
候
処
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尚
今
般
納
期
后
完
結
ノ

期
日
決
定
相
成
候
ニ

付
其
筋
ヨ

リ
厳
達
ノ

趣
モ

有
之
右

ハ

素
ヨ

リ
納
期
迄
上
納
ス

ル

ハ

当
然
ノ

処
近
頃
其
期
日
ヲ

経
過
ス

ル

村
方
モ

有

之
不
都
合
ニ

付
自
今
若
不
納
者
有
之
納
期
ヲ

後
ル

ヽ

時
ハ

速
ニ

及
処
分
候
条
期

日
后
三
日
ノ

内
必
不
納
者
人
名
取
調
可
申
出
此
旨
諭
達
候
事

明
治
十
六
年
十
月
十
九
日

　
西
多
摩
郡
長
　
細
谷
五
郎
右
衛
門

（九）

租
三
百
八
十
二

号

十
六
年
度
地
方
税
ノ

内
月
税
納
期
ノ

期
其
月
五
日
限
リ
ニ

有
之
候
処
或
ハ

翌
月

五
日
限
リ
ト
誤
認
ノ

村
々

モ

有
之
哉
前
月
上
納
ス

ヘ

キ
分
ヲ

翌
月
上
納
相
成
候

義
モ

間
々

有
之
不
都
合
ノ

折
柄
本
年
十
月
乙
第
二

百
五
十
一

号
ヲ

以
テ
本
年
九月

乙
第
二

百
廿
四
号
ヘ

追
加
相
成
候
ニ

付
テ
ハ

納
期
後
三
十
日
以
内
ニ

夫
々

処
分

可
致
義
ニ

付
今
後
其
月
分
ハ

期
限
ノ

通
リ
必
ス

上
納
可
相
成
様
精
々

御
注
意
相

成
度
為
念
此
段
申
入
候
也

明
治
十
六
年
十
一

月
九
日

西
多
摩
郡
役
所

地
方
税
掛

南
小
曽
木
村
戸
長
役
場
御
中

（一〇）

租
第
四

百
十
八
号

地
方
税
備
荒
儲
蓄
金
徴
収
方
ノ

義
追
々

御
達
ノ

趣
キ
モ

有
之
許
ヨ

リ
緩
慢
ニ

付

ス

ヘ

キ

義
ニ

無
之
候
処
往
々

上
納
方
延
滞
ノ

向
キ

有
之
不
都
合
ノ

次
第
ニ

付
爾

後
収
税
方
特
ニ

注
意
有
之
度
就
テ
ハ

来
ル

十
七
年
一

月
中
収
入
ス

ヘ

キ
科
目
左

ノ
通
ニ

候
条
精
々

徴
収
ノ
上
必
ス

期
限
遅
滞
不
致
様
上
納
方
可
被
取
計
為
念
此

段
申
入
置
候
也

明
治
十
六
年
十
二

月
廿
五
日

　
西
多
摩
郡
役
所

戸
長
役
場
中

一

月
十
五
日
限
リ

　
備
荒
儲
蓄
金

一

月
廿
五
日
限
リ〔

営
業
税

雑
種
税

私
立
銀
行
并

銀
行
類
似

営
業
税

一

月
卅
一

日
限
リ〔

車

税

地
租
割
税

戸
数
割
税

（「
西
多
摩

郡
役
所
御
達
綴
」（
明
治
一

六
―
一

七
年
）
神
奈
川
県
立
図
書
館
蔵
）
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一

二

六

　
諸
税
納
期
厳
守
に

関
す
る
大
住
淘
綾
両
郡
長

の

通
達

『
租
第
百
廿
三
号
』

総
テ
納
期
ニ

従
ヒ

上
納
ス

ヘ

キ

租
税
其
他
期
限
ア
ル

者
ハ

当
期
限
マ

テ
完
結
可

致
ハ

勿
論
ノ

処
従
来
ノ

経
験
ニ

徴
ス

ル

ト
キ
ハ

毎
納
期
全
郡
総
額
ニ

対
シ

期
限

内
ニ

其
半
額
モ

上
納
ニ

至
ラ
サ
ル

事
甞
テ
往
々

有
之
ニ

由
リ
成
規
ニ

抵
触
シ

加

フ

ル

ニ

甚
シ

キ
ニ

至
ツ

テ
ハ

之
カ
督
促
ヲ

為
ス

モ

何
等
ノ

回
答
ヲ
モ

為
サ
ス

其

皆
済
ノ

如
何
ヲ

問
ヘ

ハ

期
限
後
一

旬
日
余
ニ

及
ン

テ
漸
ク
完
結
ス

ル

ニ

至
ル

斯

ク
ノ

場
合
ニ

於
テ
ハ

素
ヨ

リ
之
カ

督
促
ヲ

為
サ
ス

断
然
公
売
処
分
可
致
筈
然
レ

ト
モ

強
テ
之
処
分
ヲ

為
ス

ヲ

好
ム

ニ

ア
ラ
サ
ル

カ

故
ニ

隠
然
便
宜
方
法
ヲ

以
テ

取
扱
来
リ
候
ト
雖
ト
モ

実
ニ

是
皆
成
規
ニ

悖
リ
良
善
ノ

策
ニ

ア
ラ
ズ

単
ニ

老
婆

心
ニ

止
リ
害
多
ク
シ

テ
効
少
キ
ノ
ミ
ナ
ラ
ス

亦
一

方
ヲ

顧
レ

ハ

却
テ
納
税
者
ニ

惑
ヲ

覚
ヘ

シ

ム

ル

ノ

恐
ア
リ
依
之
〓
ニ

断
然
従
来
ノ

悪
弊
ヲ
一

洗
シ

更
ニ

成
規

ニ

基
キ
左
ノ

収
納
順
序
ヲ

相
設
ケ
候
ニ

付
右
要
領
ニ

依
リ
取
扱
候
儀
ト

御
心
得

有
之
度
此
段
及
御
通
達
候
也

明
治
十
八
年
二

月
廿
四
日

　
大
住
淘
綾
両
郡
長
　
飯
岡
頼
重
（
印
）

子
易
村

戸
長
　

萩
原
徳
次
郎
殿

収
納
順
序
要
領

一

　
諸
税
其
他
徴
収
方
ハ

毎
納
期
日
数
十
日
以
前
ヲ

戸
長
役
場
ヘ

徴
収
定
日
ト

為
シ

而
シ

テ
同
日
マ

テ
完
納
セ

サ
ル

モ

ノ

有
之
ト
キ
ハ

以
後
四
日
間
ニ

余
念

ナ
ク
精
々

督
促
シ

而
ス

ル

モ

尚
之
ニ

応
セ

サ
ル

者
ハ

怠
納
者
ト
認
メ
其
人
名

ヲ

詳
記
シ

五
日
目
ニ

及
ン

テ
現
在
取
纒
メ
タ
ル

金
額
ヲ

上
納
シ

其
際
必
ス

右

怠
納
者
名
簿
ノ

報
告
書
ヲ

差
出
ス

モ

ノ

ト
ス

一

　
前
条
怠
納
者
ノ

報
告
ヲ

得
ル

ト
キ
ハ

迅
速
郡
吏
派
出
シ
一

応
懇
諭
シ

猶
怠

納
ノ

者
ハ

右
ニ

対
ス

ル

財
産
ヲ

予
メ

取
調
置
キ
然
ル

后
尚
経
過
シ

上
納
セ

サ

レ

ハ

翌
日
ヨ

リ
公
売
処
分
ノ

旨
広
告
ス

一

　
前
条
第
壱
項
ノ

如
ク
戸
長
ヨ

リ
達
ス

ル

期
日
内
ニ

於
テ
納
税
者
役
場
ヘ

徴

税
上
ニ

就
キ
出
頭
方
相
達
ス

ル

モ

召
喚
ニ

応
セ

サ
ル

モ

ノ

ハ

其
理
由
ヲ

明
記

シ

直
チ
ニ

戸
長
ヨ

リ
所
轄
警
察
分
署
ヘ

引
致
方
照
会
ス

ル

ト
キ
ハ

当
分
ノ

内

該
分
署
ヨ

リ
役
場
ヘ

本
人
引
渡
方
相
成
候
筈
ニ

今
般
其
筋
ヘ

協
議
済
ニ

付
右

様
処
分
ス

ヘ

シ

（「
本
県
内
達
」（
明
治
一

七
年
―
）
伊
勢
原
市
役
所
蔵
）

（
注
）
相
模
原
市
史
資
料
室
所
蔵
資
料
に

同
様
の

も
の

が
あ
る
。
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一

二

七

　
諸
税
怠
納
者
取
締
に

関
す
る
高
座
郡
長
の

内
達

諸
税
徴
収
之
義
者
納
期
之
末
日
ヨ

リ
日
数
十
日
前
ヲ

戸
長
役
場
エ

徴
収
三
日

ト
定
メ

租
金
ヲ

徴
収
シ

若
シ

同
日
迄
ニ

完
納
セ

サ
ル

者
ア
ル

ト
キ
ハ

以
後
四

日
間
夫
々

督
促
シ

尚
之
レ

ニ

応
セ

サ
ル

者
ハ

怠
納
者
ト
認
メ
其
人
名
ヲ

登
記

シ

五
日
目
ニ

ハ

必
ス

之
レ

ヲ

報
告
ス

ヘ

キ
旨
過
般
相
達
候
ニ

付
テ
ハ

右
督
促

ス

ル

ノ

場
合
ニ

際
シ
一

応
説
諭
ヲ

加
ヘ

ン

ト
欲
ス

ル

ニ

当
ツ

テ
再
三
出
頭
ヲ

命
ス

ル

モ

無
取
応
セ

サ
ル

ト
キ
ハ

十
七
年
度
徴
税
ノ

件
ニ

限
リ
戸
長
ハ

直
チ

ニ

所
管
警
察
署
又
ハ

分
署
エ

依
頼
シ

本
人
ヲ

シ

テ
引
致
ス

ル

コ

ト
ヲ

得
ル

儀

ト
可
心
得
右
及
内
達
候
也

明
治
十
八
年
三
月
十
三
日

　
高
座
郡
長
　
今
福
元
頴

橋
本
村
外
三
ケ
村

戸
長
　
桐
生
増
兵
衛
殿

（「
本
郡
役
所
達
」（
明
治
一

八
年
―
）
相
模
原
市
史
資
料
室
蔵
）
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